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予防接種 問 健康づくり課 ☎ 21- ０２６７

季節性インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン 予防接種のお知らせ
予防接種種類 対象者 接種料金 実施期間

高齢者
インフルエンザ
（法定予防接種）

・市内に住所がある 65歳以上の人、
または 60 ～ 64 歳で心臓・腎臓などの内部疾
患があり、障害等級１級か同程度と医師の診断
書で確認できる人

１７００円（１人１回のみ）
助成額は３８５０円
生活保護世帯該当者は、申請に
より無料

10月１日（土）
　　～
平成 29年
１月 31日（火）こども

インフルエンザ
（任意予防接種）

市内に住所がある１歳～小学校６年生
公費助成額１５００円を除いた
額（１人２回まで）

肺炎球菌
（法定予防接種）

・市内に住所があり、平成 29 年３月 31 日時
点の年齢が 65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・
90 歳・95 歳・100 歳で、今までに肺炎球菌
の予防接種を受けたことがない人
・60～ 64歳で心臓・腎臓などの内部疾患で障
害等級１級か同程度と医師の診断書で確認でき
る人
※対象者へは、個別通知しています。

３０００円（生涯１回のみ）
生活保護世帯該当者は、申請に
より無料

平成 29年
３月31日（金）まで

届いた予防接種券
か、交付を受けた
接種券を持参し
て、接種を受けて
ください。肺炎球菌

（任意予防接種）

・市内に住所があり、75 歳以上で、公費助成
で肺炎球菌の予防接種を受けたことがない人、
または 65 歳～ 74 歳で、人工透析者・呼吸機
能障害による身体障害者手帳を持っているか、
在宅酸素療法を受けている人
※接種希望者は、健康づくり課、各地域局へ印
鑑を持参し、予防接種券の申請をしてください。

公費助成額３０００円を除いた
額（生涯１回のみ）

Ｂ型肝炎ワクチン 予防接種について
　10 月１日から、Ｂ型肝炎ワクチンが定期・任意接種
になります。（詳細については、９月中に対象者へ個人
通知しますので、ご参照ください）
Ｂ型肝炎とは
　Ｂ型肝炎ウイルスによる病気です。このウイルスは体
に入ると肝炎をおこし、10％～ 15％は慢性肝炎になり、
長い経過の後肝硬変や肝がんをおこす場合があります。
　予防は、Ｂ型肝炎ワクチン（３回）で予防します。
　抗体獲得率が高い１歳までに接種をして、予防を心が
けることが大切です。
※任意接種の場合は、1 歳を過ぎていてもできるだけ早
期に接種してください。
開始時期…10 月１日～
回数… 合計３回（27 日以上の間隔で２回、初回接種から

139 日以上を経過した後に１回）

対象
①定期接種… 平成 28 年度以降に生まれた子ども（平成

28 年４月１日～）
②任意接種… 平成 26・27 年度に生まれた子ども（平成 26

年４月１日～平成 28 年３月 31 日生まれ）
注意点
① 合計３回の接種を終えるまで、およそ半年間かかりま

す。できるだけ早めに、主治医と相談し計画的に接種
してください。

② 対象児の接種期間を過ぎると、自費になりますのでご
注意ください。

③ 医療機関については現在調整中です。自己負担、接種
期間などの詳細は、９月ごろ対象者に通知される個人
通知をご参照ください。

予防接種を実施している医療機関
予防接種を実施している市内の医療機関については、市ホームページをご覧になるか、
健康づくり課、または各医療機関に問い合わせください。
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